
2023年 7月 3日 

    

「疾病短時間勤務制度」「妊産婦短時間勤務制度」の導入について 

 名古屋銀行（頭取 藤原 一朗）は、従業員が「病気と仕事」「出産・育児と仕事」を両立し、柔軟

な働き方が実現できるよう、下記の通り短時間勤務制度を導入いたしましたのでお知らせします。 

 当行は、今後も従業員が働きやすい環境の整備に努めることで生産性の向上を図り、地域社会に

貢献してまいります。 

記 

1. 「疾病短時間勤務制度」について 

昨今の、がんを中心とした難病治療は通院が主体となっています。働きながら治療を続けられ

る体制を整えるため、短時間勤務制度を導入しました。 

＜対象者＞ 

疾病（がん又はこれに準ずる疾病）罹患者で、両立支援が必要な従業員 

＜主な内容＞ 

原則最長 1年を限度に、半日通院迄を想定した 1時間～4時間の勤務時間短縮が可能となります。 

2. 「妊産婦短時間勤務制度」について 

妊産婦に対して主治医より勤務制限に関する指示があった場合、個々人の体調に配慮した勤務

が可能となる新たな制度として導入しました。 

＜対象者＞ 

母性健康管理指導事項連絡カード※ にて、主治医より「勤務時間の短縮」「通勤緩和の措置」を

指示された妊産婦の従業員 

＜主な内容＞ 

始業及び終業時刻を 30分～2時間 30分の繰下げ・繰上げることが可能となります。 

※母性健康管理指導事項連絡カード とは、女性労働者（母体）の健康を守るため、医師・労働者・事業主

の３者間における連絡手段であり、事業主は医師からの指示事項に適切な措置を講ずる必要があります。 

 

 

  



《参考》当行の両立支援の取り組み 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

以 上 

・産業医や両立支援コーディネータの配置 
・外部の相談窓口設置 

相談 

安心して相談できる体制 
病
気
と
仕
事
の
両
立
支
援 

両立 

制度・環境整備 

・治療に専念する制度 
・がん治療と就労の両立支援ハンドブック 
・治療と就労の両立支援ハンドブック 
・啓蒙/教育など職場環境づくり 

予防 

検診等取り組み 

・がん検診受診向上の啓発 
・一次検診・精密検査の受診率向上策 
・禁煙に関する取り組み 

・産業医や両立支援コーディネータの配置 
・外部の相談窓口設置 
・年2回育児休職者懇話会の実施 

相談 

安心して相談できる体制 
出
産
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両立 

制度・環境整備 

・出産・育児をサポートする制度 
・ 支援制度  
・産休前説明会の実施、啓蒙/教育の実施 

支援 

キャリア支援 

・年2回実務セミナーの実施 
・復職前面談の実施 
・早期昇格/ が可能な資格制度 


